
 

障害者福祉課 

子ども政策課 

 

 議案第１１号 

港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例について 

 
  国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」（昭和２３年厚生省令第６３号）

の一部改正を踏まえ、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（令和２年港区条例第５１号）の一部を改正します。 

 

 

１ 改正理由 

  家庭養育の推進により児童の養育環境を向上させるため、改正児童福祉法において

里親支援センターが新たに児童福祉施設として位置付けられ、里親支援センターの設

備の基準等を定めるため、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が改正されまし

た。これを踏まえ、港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正します。 

 

 

２ 改正内容 

（１） 新たに児童福祉施設として位置付けられた里親支援センターの設備の基準等を定

めます。 

（２） 類型が一元化された児童発達支援センターの設備の基準等を定めます。 

（３） 母子生活支援施設等の長が自立支援計画を策定するに当たっては、母子等の 

意見又は意向を勘案することを義務付けます。 

（４）困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴い、用語を変更します。 

   例）婦人相談所 → 女性相談支援センター 

 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

令 和 ６ 年 ２ 月 ２ ０ 日  資 料 № ３ 

保 健 福 祉 常 任 委 員 会 
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